
�愛媛県告示第１９８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、周桑郡小松町第四土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１９８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市荏原地区土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 十 亀 義 雄 周桑郡小松町大字新屋敷甲７５５番地

〃 塩 出 喜久馬 西条市大町７４６番地の５

〃 原 田 主 税 周桑郡小松町大字新屋敷甲３１番地第
２

〃 村 上 昭 義 周桑郡小松町大字新屋敷甲５７番地

〃 日 野 雄 � 周桑郡小松町大字新屋敷甲５７２番地

〃 高 橋 篤 周桑郡小松町大字新屋敷甲２５３１番地
の１

〃 久 米 清 敬 東予市広江３９３番地

〃 首 藤 利 雄 東予市玉之江５６７番地の１

〃 高 橋 宏 幸 西条市氷見乙１４８０番地

〃 日 野 豊 俊 周桑郡小松町大字新屋敷甲５７２番地
の２

〃 野 嶋 克 哉 周桑郡小松町大字新屋敷甲４５９番地

監 事 近 藤 直 意 周桑郡小松町大字新屋敷甲５１番地

〃 黒 川 博 之 西条市氷見乙１１６５番地の１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日 野 雄 � 周桑郡小松町大字新屋敷甲５７２番地

〃 十 亀 義 雄 周桑郡小松町大字新屋敷甲７５５番地

〃 原 田 主 税 周桑郡小松町大字新屋敷甲３１番地第
２

〃 村 上 昭 義 周桑郡小松町大字新屋敷甲５７番地

〃 野 嶋 克 哉 周桑郡小松町大字新屋敷甲４５９番地

〃 越 智 泰 隆 周桑郡小松町大字新屋敷甲５９８番地
の１

〃 曽我部 清 春 周桑郡小松町大字新屋敷甲３２９番地

〃 近 藤 直 意 周桑郡小松町大字新屋敷甲５１番地

〃 高 橋 潔 西条市氷見乙１４７０番地の１

〃 汐 崎 宗 義 東予市今在家３１３番地

〃 丹 下 虎 雄 東予市玉之江２１０番地

監 事 越 智 和 雄 周桑郡小松町大字新屋敷甲６０１番地

〃 河 野 吉 實 西条市氷見丙９４４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 清 美 松山市東方町甲１７１３番地

〃 野 中 弘 松山市東方町甲１２６４番地

〃 松 田 惇 松山市東方町甲１１９５番地

〃 永 山 幹 雄 松山市津吉町５４５番地

〃 石 橋 勝 年 松山市津吉町７２５番地

〃 森 俊 明 松山市中野町甲１１９７番地

〃 篠 浦 将 七 松山市中野町甲３６３番地

〃 三 好 晶 一 松山市小村町２９６番地２

〃 末 松 齊 松山市大橋町３３９番地２

〃 舛 岡 保 一 松山市上川原町甲１５０９番地１

〃 藤 岡 正 勝 松山市上野町甲７０番地

〃 栗 原 慎 一 松山市上野町甲１００１番地１

〃 玉 木 寅 行 松山市恵原町甲２９６番地２

〃 西 田 昌 幸 松山市恵原町甲５３６番地

〃 脇 坂 啓 一 松山市西野町甲１４８番地

監 事 柳之内 豊 松山市東方町甲２０２番地１

〃 高 見 一 弘 松山市上野町甲３０４番地１

毎週（火・金）曜日発行 第１５００号 平成１５年１０月１４日

平成１５年１０月１４日火曜日 第１５００号
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�愛媛県告示第１９８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、川之江市上分町土地改良区から次のとおり役員が退

任した旨の届出があった。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任
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�愛媛県告示第１９８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東予市楠河土地改良区から次のとおり役員が退任し

た旨の届出があった。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任
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�愛媛県告示第１９８７号
三瓶町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・周木地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・周木地区）計画書の写し

� 三瓶町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１０月１５日から１１月１２日まで

３ 縦覧場所

三瓶町役場

�������
�愛媛県告示第１９８８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 清 美 松山市東方町甲１７１３番地

〃 柳之内 豊 松山市東方町甲２０２番地１

〃 松 田 惇 松山市東方町甲１１９５番地

〃 永 山 幹 雄 松山市津吉町５４５番地

〃 石 橋 勝 年 松山市津吉町７２５番地

〃 近 藤 亀 松山市中野町甲２１３番地１

〃 篠 浦 将 七 松山市中野町甲３６３番地

〃 三 好 晶 一 松山市小村町２９６番地２

〃 末 松 齊 松山市大橋町３３９番地２

〃 升 岡 理 一 松山市上川原町１５３３番地

〃 高 見 一 弘 松山市上野町甲３０４番地１

〃 藤 岡 正 勝 松山市上野町甲７０番地

〃 平 岡 治 夫 松山市恵原町甲４７９番地

〃 水 口 茂 馬 松山市恵原町甲１２７０番地

〃 脇 坂 啓 一 松山市西野町甲１４８番地

監 事 河 本 利 員 松山市東方町甲５０５番地３

〃 佐 野 彰 男 松山市上野町甲９５７番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 川 角 市 川之江市上分町５０５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 田 明 美 東予市楠甲１３３１番地

〃 阿 部 勝 房 東予市河原津甲５０４番地の１

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県営ほ場整備事業 宇和地区（郷内
工区） 平成１３年３月１０日

県営ほ場整備事業 宇和地区（西山
田工区） 平成１３年３月１０日

県営ほ場整備事業 宇和地区（小原
工区） 平成１３年３月２１日

県営ほ場整備事業 宇和地区（岩木
工区） 平成１５年３月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線
八幡浜市大字川之内３番耕地４番２から

同大字２番耕地４２９番３まで

旧 ４．０～６．２ ０．０７３

新 ５．５～２２．２ ０．０７３

愛 媛 県 報平成１５年１０月１４日 第１５００号

１０７０
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�愛媛県告示第１９９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線
八幡浜市大字川之内３番耕地４番２から

同大字２番耕地４２９番３まで
平成１５年１０月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字三嶋１６２８番地先から

同大字１６２３番２地先まで
平成１５年１０月１４日

〃 〃
喜多郡河辺村大字三嶋１５９７番２から

同大字１５９０番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字旭１５３番２から

同大字２１９番２まで

旧 １１．５～３４．５ ０．１７７

新 １１．５～２５．１ ０．１７７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字旭１５３番２から

同大字２１９番２まで
平成１５年１０月１４日

愛 媛 県 報平成１５年１０月１４日 第１５００号

１０７１
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公 告
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�愛媛県告示第１９９７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

西条市大町字本郷１２５０番１

２ 申請人の住所氏名

西条市神拝甲３６１番地

白石木材商工株式会社

代表取締役 白石 隆

３ 図面省略

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字白髭１号３８９番２地先から

同大字１号４６６番地先まで
平成１５年１０月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 日向谷高野子線
東宇和郡城川町大字高野子３２０番２地先から

同大字２９４番まで
平成１５年１０月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川４４４番２から

同大字４１９番２地先まで
平成１５年１０月１４日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１０月１日 ＮＰＯ法人 とべ・ＴＯＢＥ 矢 野 徹 志 伊予郡砥部町宮内９８０番地 この法人は、地域の伝統文化と新しい芸術
文化が融合する香り高いアートが息づく里
の創出を目指し、地域住民をはじめ広範な
人々に対し、アートによる生活の質の向上
と心の充実、芸術文化の豊かなまちの創出
、アーチストの養成、青少年の育成、社会
福祉活動などの社会貢献を、調査研究・実
践・普及・提言活動を地域住民の参加と協
力により、ボランティア精神で実施し、芸
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特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１０月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１０月１日 特定非営利活動法人
Ｗｏｒｋｓ２１ 豊 田 康 志 西条市福武甲６２８番地９ この法人は、障害者及び高齢者に対して、

その自立した生活を支援する活動に関する
事業を行い、もって障害者及び高齢者の社
会参加機会の均等化に寄与し、地域社会全
体の利益に貢献することを目的とする。

術文化の豊かな地域の創造に寄与すること
を目的とする。
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